
地区計画に伴う届出について 

 

 

１．地区計画の内容  

別紙[南アルプス都市計画地区計画の決定]による。 

 

２．届出に必要な書類 

① 地区計画の区域内における行為の届出書 

② 添付書類 

案内図、配置図、平面図、立面図等 （添付書類一覧参照） 

 

３．提出部数 

 必要書類をひとまとめにし、正本１部、副本１部、計２部提出 

 

４．提出先 

南アルプス市 都市計画課 都市計画担当 

山梨県南アルプス市小笠原 376（市役所西別館１階） 

TEL：055-282-6394 

FAX：055-282-6319 

 

５．提出期限 

  建築行為着手の３０日前（休日の場合は翌平日） 

 

６．適合通知書の交付 

書類を受理してから１週間程度で交付いたします。 

ただし、不備がある場合は解消された日から１週間程度になります。 

 


